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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原料を改質した改質ガスと発電用空気とを反応させて発電する燃料電池セルスタックと
、該原料を改質して該改質ガスを生成する改質部と、起動時に該原料に着火させる着火部
と、該着火部により着火された原料が発電用空気とともに燃焼させられる空間である燃焼
部と、を有する燃料電池モジュールと、
　前記燃料電池モジュールに原料を供給する原料供給部と、
　前記燃料電池モジュールに発電用空気を供給する発電用空気供給部と、
　前記改質部に改質用空気を供給する改質用空気供給部と、
　前記改質部に改質用水を供給する水供給部と、を備え、
　起動時において前記原料供給部が原料を、前記発電用空気供給部が前記発電用空気をそ
れぞれ前記燃焼部に供給し、かつ、改質用空気供給部が前記改質用空気の供給を停止させ
た状態で、前記着火部により原料が着火された後、前記改質用空気供給部が前記改質用空
気を前記燃焼部に供給する固体酸化物形燃料電池。
【請求項２】
　前記改質用空気供給部は、着火後において、前記改質用空気を、単位時間当たり所定流
量以下となる範囲内で増加させかつ、単位時間当たりの該改質用空気の流量の変化率を示
す傾きの大きさが所定の範囲内となるように、前記燃焼部に供給する請求項１に記載の固
体酸化物形燃料電池。
【請求項３】
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　着火前においてプリパージとして前記発電用空気供給部が前記発電用空気を、前記改質
用空気供給部が前記改質用空気をそれぞれ供給した後、該改質用空気供給部は前記改質用
空気の供給を停止させる一方、前記原料供給部が前記原料の供給を開始し、前記燃焼部に
おいて前記着火部が前記原料を着火させ、前記発電用空気と共に燃焼させる請求項１また
は２に記載の固体酸化物形燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は固体酸化物形燃料電池（Solid Oxide Fuel Cell：以下、ＳＯＦＣと称する）
に関するものであり、特に、ＳＯＦＣにおける起動時の着火処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＳＯＦＣとして、電解質に酸化物イオン導電性固体電解質を用い、その両側に電
極を設置した構成を有するものが提案されている。このＳＯＦＣは、一方の電極側に、都
市ガス（１３Ａ）などの原料を改質して得た改質ガスを供給するとともに、他方の電極側
に空気（酸素）を供給し、高温、高効率で発電するように構成されている。この従来のＳ
ＯＦＣでは、酸化物イオン導電性固体電解質を通過した酸化物イオンと水素イオンとの化
学反応により、水蒸気や二酸化炭素を生成して電気や熱を発生する。そして、発生した電
気はＳＯＦＣの外部に取り出され各種の電力負荷に供給される。また、発電時に発生した
熱は原料、発電用空気、または改質用水等の加熱に使用される（例えば、特許文献１参照
）。
【０００３】
　特許文献１に係るＳＯＦＣが備える燃料電池モジュールでは、改質器において生成され
た改質ガスが燃料ガス供給管を通じて燃料電池セルユニット内に供給される。さらに、空
気用熱交換器により排ガスとの熱交換で予熱された空気が空気導入管を介して発電室に導
入される。また、燃料電池セルユニットは、内部に燃料ガス流路を形成する円筒形の内側
電極層（燃料極）と、円筒形の外側電極層（空気極）と、これらの間設けられた電解質層
とを有する、複数の燃料電池セルから構成されている。特許文献１に係るＳＯＦＣでは、
発電に利用されなかった改質ガスと、発電に利用されなかった空気とを燃焼室において燃
焼させ、その燃焼熱により改質器を加熱したり、空気を予熱する空気用熱交換器を加熱し
たりする。また、特許文献１に係るＳＯＦＣでは、燃焼室における燃焼により発生した未
燃ガスまたは一酸化炭素等の不完全燃焼ガスが外部に排出されることを防ぐように構成さ
れている。すなわち、特許文献１に係るＳＯＦＣは、燃料電池セルスタックの温度が適正
な温度範囲内となるように制御することを優先しつつ、発電用空気供給量を補正して、未
燃ガスまたは不完全燃焼ガスの排出を抑制する構成となっている。
【０００４】
　また、未燃ガス等の発生を抑制するために、燃焼用に利用するガスの着火の有無を判定
できる燃料電池装置の起動方法が提案されている（例えば、特許文献２参照）。特許文献
２に係る燃料電池装置は、着火ヒータにより、ガスに着火した後、燃焼領域の温度が所定
時間以内に所定温度Ｔ０℃からＴ１℃以上に温度が上昇した場合に着火したと判定し、所
定時間内に着火と判定できなければ、未着火と判定する。このように、特許文献２に係る
燃料電池装置は、着火ヒータによる未着火の有無を判定し、未燃ガスの放出を抑制するこ
とができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－１２４４４号公報
【特許文献２】特開２００８－１３５２６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　本発明は、固体酸化物形燃料電池の起動から発電に至るまでにおける各フェーズでの特
性を考慮し、従来にない新規な技術を有する固体酸化物形燃料電池を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ある態様に係る固体酸化物形燃料電池は、上記した課題を解決するために、原料を改質
した改質ガスと発電用空気とを反応させて発電する燃料電池セルスタックと、該原料を改
質して該改質ガスを生成する改質部と、起動時に該原料に着火させる着火部と、該着火部
により着火された原料が発電用空気とともに燃焼させられる空間である燃焼部と、を有す
る燃料電池モジュールと、前記燃料電池モジュールに原料を供給する原料供給部と、前記
燃料電池モジュールに発電用空気を供給する発電用空気供給部と、前記改質部に改質用空
気を供給する改質用空気供給部と、前記改質部に改質用水を供給する水供給部と、を備え
、起動時において前記原料供給部が原料を、前記発電用空気供給部が前記発電用空気をそ
れぞれ前記燃焼部に供給し、前記着火部により原料が着火された後、前記改質用空気供給
部が前記改質用空気を前記燃焼部に供給する。
【０００８】
　ある態様に係る固体酸化物形燃料電池は、上記した課題を解決するために、原料を改質
した改質ガスと発電用空気とを反応させて発電する燃料電池セルスタックと、該原料を改
質して改質ガスを生成する改質部と、起動時に該原料に着火させる着火部と、該着火部に
より着火された原料が発電用空気とともに燃焼させられる空間である燃焼部と、を有する
燃料電池モジュールと、前記燃料電池モジュールに原料を供給する原料供給部と、前記燃
料電池モジュールに発電用空気を供給する発電用空気供給部と、前記改質部に改質用空気
を供給する改質用空気供給部と、前記改質部に改質用水を供給する水供給部と、前記燃焼
部における燃焼により生成された燃焼排ガスを浄化する排ガス浄化部と、前記原料、前記
改質用空気、前記発電用空気、および前記改質用水の流量をそれぞれ制御する流量制御部
と、前記排ガス浄化部の入口に設けられ、該排ガス浄化部の入口温度を検知する浄化部用
温度検知部と、を備え、着火後において、前記浄化部用温度検知部により検知された前記
排ガス浄化部の入口温度が所定温度になった後に、前記水供給部および前記流量制御部は
、前記改質用水を供給、または増量させる。
【０００９】
　ある態様に係る固体酸化物形燃料電池は、上記した課題を解決するために、原料を改質
した改質ガスと発電用空気とを反応させて発電する燃料電池セルスタックと、該原料を改
質して該改質ガスを生成する改質部と、起動時に該原料に着火させる着火部と、該着火部
により着火された原料が発電用空気とともに燃焼させられる空間である燃焼部と、を有す
る燃料電池モジュールと、前記燃料電池モジュールに原料を供給する原料供給部と、前記
燃料電池モジュールに発電用空気を供給する発電用空気供給部と、前記改質部に改質用空
気を供給する改質用空気供給部と、前記改質部に改質用水を供給する水供給部と、前記燃
焼部における燃焼により生成された燃焼排ガスにより加熱される被加熱体の温度を検知す
る温度検知部と、制御部と、を備え、前記制御部は、前記温度検知部から受け付けた検知
結果から得られた、原料供給後の前記被加熱体の所定時間における温度変化をもとに、着
火判断を行なう。
【００１０】
　ある態様に係る固体酸化物形燃料電池は、上記した課題を解決するために、原料を改質
した改質ガスと発電用空気とを反応させて発電する燃料電池セルスタックと、該原料を改
質して該改質ガスを生成する改質部と、起動時に該原料に着火させる着火部と、該着火部
により着火された原料が発電用空気とともに燃焼させられる空間である燃焼部と、を有す
る燃料電池モジュールと、前記燃料電池モジュールに原料を供給する原料供給部と、前記
燃料電池モジュールに発電用空気を供給する発電用空気供給部と、前記改質部に改質用空
気を供給する改質用空気供給部と、前記改質部に改質用水を供給する水供給部と、前記燃
焼部における燃焼により生成された燃焼排ガスにより加熱される被加熱体の温度を検知す
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る温度検知部と、制御部と、発電時において前記燃料電池セルスタックが劣化しない範囲
として定められている所定の温度範囲と前記被加熱体の温度との対応関係を示すテーブル
情報を保持する記憶部と、を備え、前記制御部は、前記テーブル情報を参照して、前記燃
料電池セルスタックの温度が前記所定の温度範囲内となるように、前記温度検知部により
検知された前記被加熱体の温度を制御する。
【００１１】
　ある態様に係る固体酸化物形燃料電池は、上記した課題を解決するために、原料を改質
した改質ガスと発電用空気とを反応させて発電する燃料電池セルスタックと、該原料を改
質して該改質ガスを生成する改質部と、起動時に該原料に着火させる着火部と、該着火部
により着火された原料が発電用空気とともに燃焼させられる空間である燃焼部と、を有す
る燃料電池モジュールと、前記燃料電池モジュールに原料を供給する原料供給部と、前記
燃料電池モジュールに発電用空気を供給する発電用空気供給部と、前記改質部に改質用空
気を供給する改質用空気供給部と、前記改質部に改質用水を供給する水供給部と、前記燃
焼部における燃焼により生成された燃焼排ガスにより加熱される被加熱体の温度を検知す
る温度検知部と、制御部と、前記被加熱体の温度と前記燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度と
の対応関係を示すテーブル情報を保持する記憶部と、を備え、前記制御部は、前記テーブ
ル情報を参照して、前記燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度が所定値以下になるように、前記
温度検知部により検知された前記被加熱体の温度を制御する。
【００１２】
　ある態様に係る固体酸化物形燃料電池は、上記した課題を解決するために、原料を改質
した改質ガスと発電用空気とを反応させて発電する燃料電池セルスタックと、該原料を改
質して該改質ガスを生成する改質部と、起動時に該原料に着火させる着火部と、該着火部
により着火された原料が発電用空気とともに燃焼させられる空間である燃焼部と、を有す
る燃料電池モジュールと、前記燃料電池モジュールに原料を供給する原料供給部と、前記
燃料電池モジュールに発電用空気を供給する発電用空気供給部と、前記改質部に改質用空
気を供給する改質用空気供給部と、前記改質部に改質用水を供給する水供給部と、前記燃
焼部における燃焼により生成された燃焼排ガスにより加熱される被加熱体の温度を検知す
る温度検知部と、制御部と、前記燃料電池セルスタックが劣化しない範囲として定められ
ている所定の温度範囲と前記被加熱体の温度との対応関係を示すとともに、前記被加熱体
の温度と前記燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度との対応関係を示すテーブル情報を保持する
記憶部と、を備え、前記制御部は、前記テーブル情報を参照して、前記燃料電池セルスタ
ックの温度が所定の温度範囲内となり、かつ前記燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度が所定値
以下になるように前記温度検知部により検知された前記被加熱体の温度を制御する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る固体酸化物形燃料電池は、以上に説明したように構成され、固体酸化物形
燃料電池の起動から発電に至るまでにおける各フェーズでの特性を考慮し、従来にない新
規な技術を有する固体酸化物形燃料電池を提供することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態１に係る固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の全体構成を示
す模式図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の起動時の作動
の一例を示すタイムチャートである。
【図３】本発明の実施の形態１の変形例１に係る固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の起
動時の作動の一例を示すタイムチャートである。
【図４】本発明の実施の形態２における固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の全体構成を
示す模式図である。
【図５】本発明の実施の形態２に係る固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の起動時に系外
へ排出されるＣＯ濃度と排ガス浄化部の入口部分の温度（入口温度）との関係を示すグラ
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フである。
【図６】本発明の実施の形態３に係る固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の全体構成を示
す模式図である。
【図７】実施の形態３に係る固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の起動時における改質部
およびスタックそれぞれの温度特性を示すグラフである。
【図８】実施の形態３に係る固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）における発電時の温度特
性を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（本発明の一形態を得るに至った経緯）
　本発明者は「背景技術」にて記載した特許文献１に係るＳＯＦＣの起動時に実施するシ
ーケンス制御に関して鋭意研究したところ、以下の知見を得た。まず、特許文献１に係る
ＳＯＦＣの、起動時に実施するシーケンス制御について説明する。
【００１６】
　特許文献１に係るＳＯＦＣでは、起動時において、改質用空気が改質器へ供給されると
ともに、発電用空気が空気用熱交換器を介して発電室および燃焼室（燃焼部）へと供給さ
れる。この後、原料の供給も開始され、改質用空気に原料が混合された状態で改質器およ
び燃料電池セルスタック、および燃料電池セルユニットをそれぞれ通過して、燃焼室へと
供給される。
【００１７】
　次に、燃焼室において点火装置により原料への着火が行われ、原料と空気（改質用空気
、発電用空気）とを燃焼させる。このとき生成された排気ガスの有する熱により、改質器
内の原料および改質用空気を加熱させ、部分酸化改質反応（ＰＯＸ）を進行させる。改質
器の温度が上昇して所定温度（例えば、６００℃）になると、原料と改質用空気と水蒸気
とを予め混合したガスを改質器に供給させ、上述した部分酸化改質反応と水蒸気改質反応
（ＳＲ）とが共存するオートサーマル改質反応（ＡＴＲ）が進行する。さらに改質器の温
度が上昇して所定温度（例えば、７００℃）になると、改質用空気の供給を停止し、改質
ガスと水蒸気のみによる水蒸気改質反応（ＳＲ）を進行させた後、発電を開始する。
【００１８】
　この起動時におけるシーケンス制御において、本発明者は、着火時に一酸化炭素等の有
害ガスが発生しやすいということを見出した。しかしながら、特許文献１では、ＳＯＦＣ
の安定動作時における一酸化炭素の発生の抑制については考慮されているが、起動時の着
火時における一酸化炭素の発生については考慮されていない。
【００１９】
　以上の知見に基づいて、本発明者らは、原料への着火時に改質用空気の供給を制御する
ことで、着火時において発生する一酸化炭素の量を抑制することができることを見出し、
本発明に至った。
【００２０】
　また、本発明者は、改質部においてオートサーマル改質反応または水蒸気改質反応を実
行する際に、改質用水を改質部に供給したり増量させたりするが、この改質用水の供給ま
たは増量により、燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度が上昇する場合があることを見出した。
このため、改質用水を改質部に供給または増量する場合には、その時点までに排ガス浄化
部を、燃焼排ガス中の一酸化炭素を除去する機能が確保できる所定温度まで加熱しておく
必要がある。そこで、排ガス浄化部の温度を監視し、燃焼排ガスの熱により所定温度に達
するまで改質用水の供給または増量を行わないように制御することで、燃料電池モジュー
ルから排気される燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度を低減できることを見出した。また、こ
のように制御することで排ガス浄化部を燃焼排ガスの有する熱でのみ加熱することができ
、別途、ヒータなどを設ける必要もないことを発見し、本発明に至った。
【００２１】
　また、本発明者は、燃焼排ガスの熱により加熱される改質部の温度と燃料電池セルスタ
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ックの温度との関係を調べたところ両者に相関があることを見出した。さらには、改質部
の温度と、燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度とも相関があることを見出した。つまり、改質
部の温度を管理することで燃料電池セルスタックの温度および一酸化炭素濃度を管理する
ことができることを見出した。また、所定時間における改質部の温度変化から燃焼室にお
ける着火の有無を判定することができることも見出した。
【００２２】
　そして、本発明では具体的には以下に示す態様を提供する。
【００２３】
　第１の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、原料を改質した改質ガスと発電用空気とを
反応させて発電する燃料電池セルスタックと、該原料を改質して該改質ガスを生成する改
質部と、起動時に該原料に着火させる着火部と、該着火部により着火された原料が発電用
空気とともに燃焼させられる空間である燃焼部と、を有する燃料電池モジュールと、前記
燃料電池モジュールに原料を供給する原料供給部と、前記燃料電池モジュールに発電用空
気を供給する発電用空気供給部と、前記改質部に改質用空気を供給する改質用空気供給部
と、前記改質部に改質用水を供給する水供給部と、を備え、起動時において前記原料供給
部が原料を、前記発電用空気供給部が前記発電用空気をそれぞれ前記燃焼部に供給し、前
記着火部により原料が着火された後、前記改質用空気供給部が前記改質用空気を前記燃焼
部に供給する。
【００２４】
　上記構成によると、前記起動時において、原料、発電用空気のみを燃焼部へ供給させ着
火部により原料に着火させ、該原料を発電用空気とともに燃焼させる。そして、着火後に
改質用空気を燃焼部へ供給するといったシーケンスとなっている。このように、着火時に
燃焼部に対して原料に改質用空気を混入させた状態で供給することを防ぐことができるた
め、改質用空気により着火安定性が阻害されることを回避することができるとともに、原
料と発電用空気との拡散燃焼を促進して火炎安定性を高め、一酸化炭素の発生を抑制する
ことができる。したがって、固体酸化物形燃料電池は、着火時に発生する一酸化炭素を抑
制することができる。
【００２５】
　よって、固体酸化物形燃料電池の起動から発電に至るまでで、特に着火時の特性を考慮
し、一酸化炭素の発生を抑制できる、従来にない新規な技術を有する固体酸化物形燃料電
池を提供することができるという効果を奏する。
【００２６】
　また、第２の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、第１の態様に係る固体酸化物形燃料
電池において、前記改質用空気供給部は、着火後において、前記改質用空気を、単位時間
当たり所定流量以下となる範囲内で増加させかつ、単位時間当たりの該改質用空気の流量
の変化率を示す傾きの大きさが所定の範囲内となるように、前記燃焼部に供給するように
構成されていてもよい。なお、単位時間当たりの改質用空気の流量の変化率を示す傾きの
大きさが所定の範囲内であれば、改質用空気の流量は、階段状に増加してもよいし、曲線
状または直線状（単調増加）に増加してもよい。すなわち、改質用空気は、一度に所定流
量増加させるのではなく、徐々に増加するように供給される構成であればよい。
【００２７】
　また、第３の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、第１または第２の態様に係る固体酸
化物形燃料電池において、着火前においてプリパージとして前記発電用空気供給部が前記
発電用空気を、前記改質用空気供給部が前記改質用空気をそれぞれ供給した後、該改質用
空気供給部は前記改質用空気の供給を停止させる一方、前記原料供給部が前記原料の供給
を開始し、前記燃焼部において前記着火部が前記原料を着火させ、前記発電用空気と共に
燃焼させるように構成されていてもよい。
【００２８】
　また、第４の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、原料を改質した改質ガスと発電用空
気とを反応させて発電する燃料電池セルスタックと、該原料を改質して該改質ガスを生成
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する改質部と、起動時に該原料に着火させる着火部と、該着火部により着火された原料が
発電用空気とともに燃焼させられる空間である燃焼部と、を有する燃料電池モジュールと
、前記燃料電池モジュールに原料を供給する原料供給部と、前記燃料電池モジュールに発
電用空気を供給する発電用空気供給部と、前記改質部に改質用空気を供給する改質用空気
供給部と、前記改質部に改質用水を供給する水供給部と、前記燃焼部における燃焼により
生成された燃焼排ガスを浄化する排ガス浄化部と、前記原料、前記改質用空気、前記発電
用空気、および前記改質用水の流量をそれぞれ制御する流量制御部と、前記排ガス浄化部
の入口に設けられ、該排ガス浄化部の入口温度を検知する浄化部用温度検知部と、を備え
、着火後において、前記浄化部用温度検知部により検知された前記排ガス浄化部の入口温
度が所定温度になった後に、前記水供給部および前記流量制御部は、前記改質用水を供給
、または増量させる。
【００２９】
　ここで、排ガス浄化部における所定の入口温度とは、排ガス浄化部が燃焼排ガスに含ま
る一酸化炭素等の有害物質を除去する機能が確保できる温度である。
【００３０】
　上記構成によると、着火後において、排ガス浄化部の入口温度が所定温度になった後に
、水供給部と流量制御部とが協働して改質用水の供給または増量を行う構成である。とこ
ろで、改質用水を供給したり、増量させたりすると、燃焼部に改質ガスとともに、水蒸気
も噴出するため火炎安定性が低下し、発生する一酸化炭素の濃度が高くなる。しかしなが
ら、本発明に係る固体酸化物形燃料電池は、この改質用水の供給または増量を排ガス浄化
部の入口温度が所定温度になった後で行うシーケンスとなっているため、仮に燃焼排ガス
中の一酸化炭素濃度が高くなったとしても、排ガス浄化部により除去できる。
【００３１】
　すなわち、第４の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、排ガス浄化部の入口温度を高め
て浄化性能を確保しておいて、一酸化炭素等の有害ガスが発生しやすい改質用水の供給、
または増量を行うため、系外（燃料電池モジュール外）に排気される燃焼排ガス中の一酸
化炭素濃度を低下させることができる。
【００３２】
　よって、固体酸化物形燃料電池の動作における、特に部分酸化改質反応からオートサー
マル改質反応に移行するフェーズにおいて、改質用水の供給または増量により一酸化炭素
濃度が上昇するという特性を考慮し、排気される燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度を低減さ
せる、従来にない新規な技術を有する固体酸化物形燃料電池を提供することができるとい
う効果を奏する。
【００３３】
　また、第５の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、第４の態様に係る固体酸化物形燃料
電池において、前記排ガス浄化部に浄化用の触媒を設けるように構成されていてもよい。
【００３４】
　また、第６の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、原料を改質した改質ガスと発電用空
気とを反応させて発電する燃料電池セルスタックと、該原料を改質して該改質ガスを生成
する改質部と、起動時に該原料に着火させる着火部と、該着火部により着火された原料が
発電用空気とともに燃焼させられる空間である燃焼部と、を有する燃料電池モジュールと
、前記燃料電池モジュールに原料を供給する原料供給部と、前記燃料電池モジュールに発
電用空気を供給する発電用空気供給部と、前記改質部に改質用空気を供給する改質用空気
供給部と、前記改質部に改質用水を供給する水供給部と、前記燃焼部における燃焼により
生成された燃焼排ガスにより加熱される被加熱体の温度を検知する温度検知部と、制御部
と、を備え、前記制御部は、前記温度検知部から受け付けた検知結果から得られた、原料
供給後の前記被加熱体の所定時間における温度変化をもとに、着火判断を行なう。
【００３５】
　ここで被加熱体とは、例えば、燃焼排ガスが保有する熱を利用して加熱される改質器等
が例示できる。また、温度検知部によって検知される温度は、例えば、被加熱体を改質器
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とする場合、その内部温度またはその壁面温度とすることができる。
【００３６】
　上記構成によると、着火判断を行う判断基準に利用する温度変化の検知対象を燃焼排ガ
スにより加熱される被加熱体の温度、例えば内部温度や壁面温度変化としている。このよ
うに燃焼領域の温度変化を検知対象とせず、被加熱体の温度変化を検知対象とするため、
温度検知部により燃焼部において形成される火炎の安定性を阻害することを防ぐことがで
きる。
【００３７】
　したがって、火炎安定性の阻害に起因する一酸化炭素の発生を抑制しつつ確度よく着火
判断を行うことができ、安全性の高い固体酸化物形燃料電池を提供できる。
【００３８】
　よって、固体酸化物形燃料電池の起動から発電に至るまでにおける、特に着火時におい
て、着火時の特性を考慮し、一酸化炭素の発生を抑制しつつ確度よく着火判断を行うこと
ができる、従来にない新規な技術を有する固体酸化物形燃料電池を提供することができる
という効果を奏する。
【００３９】
　また、第７の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、原料を改質した改質ガスと発電用空
気とを反応させて発電する燃料電池セルスタックと、該原料を改質して該改質ガスを生成
する改質部と、起動時に該原料に着火させる着火部と、該着火部により着火された原料が
発電用空気とともに燃焼させられる空間である燃焼部と、を有する燃料電池モジュールと
、前記燃料電池モジュールに原料を供給する原料供給部と、前記燃料電池モジュールに発
電用空気を供給する発電用空気供給部と、前記改質部に改質用空気を供給する改質用空気
供給部と、前記改質部に改質用水を供給する水供給部と、前記燃焼部における燃焼により
生成された燃焼排ガスにより加熱される被加熱体の温度を検知する温度検知部と、制御部
と、発電時において前記燃料電池セルスタックが劣化しない範囲として定められている所
定の温度範囲と前記被加熱体の温度との対応関係を示すテーブル情報を保持する記憶部と
、を備え、前記制御部は、前記テーブル情報を参照して、前記燃料電池セルスタックの温
度が前記所定の温度範囲内となるように、前記温度検知部により検知された前記被加熱体
の温度を制御する。
【００４０】
　ここで被加熱体とは、例えば、燃焼排ガスが保有する熱を利用して加熱される改質器等
が例示できる。また、温度検知部によって検知される温度は、例えば、被加熱体を改質器
とする場合、その内部温度またはその壁面温度とすることができる。
【００４１】
　上記構成によると、テーブル情報を保持する記憶部を備えているため、被加熱体の温度
変化を検知し、該被加熱体の温度変化に対応する燃料電池セルスタックの温度変化を把握
することができる。このため、被加熱体の温度変化を監視することで、発電時において該
被加熱体の温度または燃料電池セルスタックの温度が所定の温度範囲内となるように制御
することができる。
【００４２】
　したがって、第７の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、燃料電池セルスタックの耐久
性を確保しながら安全に発電を行うことができる。
【００４３】
　よって、特に固体酸化物形燃料電池の発電時において、発電時の特性を考慮し、燃料電
池セルスタックの耐久性を確保できる、従来にない新規な技術を有する固体酸化物形燃料
電池を提供することができるという効果を奏する。
【００４４】
　また、第８の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、原料を改質した改質ガスと発電用空
気とを反応させて発電する燃料電池セルスタックと、該原料を改質して該改質ガスを生成
する改質部と、起動時に該原料に着火させる着火部と、該着火部により着火された原料が
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発電用空気とともに燃焼させられる空間である燃焼部と、を有する燃料電池モジュールと
、前記燃料電池モジュールに原料を供給する原料供給部と、前記燃料電池モジュールに発
電用空気を供給する発電用空気供給部と、前記改質部に改質用空気を供給する改質用空気
供給部と、前記改質部に改質用水を供給する水供給部と、前記燃焼部における燃焼により
生成された燃焼排ガスにより加熱される被加熱体の温度を検知する温度検知部と、制御部
と、前記被加熱体の温度と前記燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度との対応関係を示すテーブ
ル情報を保持する記憶部と、を備え、前記制御部は、前記テーブル情報を参照して、前記
燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度が所定値以下になるように、前記温度検知部により検知さ
れた前記被加熱体の温度を制御する。
【００４５】
　ここで被加熱体とは、例えば、燃焼排ガスが保有する熱を利用して加熱される改質器等
が例示できる。また、温度検知部によって検知される温度は、例えば、被加熱体を改質器
とする場合、その内部温度またはその壁面温度とすることができる。
【００４６】
　上記構成によると、テーブル情報を保持する記憶部を備えているため、被加熱体の温度
変化を検知し、該被加熱体の温度変化に対応する燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度を把握す
ることができる。このため、被加熱体の温度変化を監視することで、発電時において燃焼
排ガス中の一酸化炭素濃度が所定値以下となるように制御することができる。
【００４７】
　したがって、第８の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、一酸化炭素濃度を所定値以下
に抑制しつつ安全に発電を行うことができる。
【００４８】
　よって、特に固体酸化物形燃料電池の発電時において、発電時の特性を考慮し、一酸化
炭素濃度を所定値以下に抑制できる、従来にない新規な技術を有する固体酸化物形燃料電
池を提供することができるという効果を奏する。
【００４９】
　また、第９の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、原料を改質した改質ガスと発電用空
気とを反応させて発電する燃料電池セルスタックと、該原料を改質して該改質ガスを生成
する改質部と、起動時に該原料に着火させる着火部と、該着火部により着火された原料が
発電用空気とともに燃焼させられる空間である燃焼部と、を有する燃料電池モジュールと
、前記燃料電池モジュールに原料を供給する原料供給部と、前記燃料電池モジュールに発
電用空気を供給する発電用空気供給部と、前記改質部に改質用空気を供給する改質用空気
供給部と、前記改質部に改質用水を供給する水供給部と、前記燃焼部における燃焼により
生成された燃焼排ガスにより加熱される被加熱体の温度を検知する温度検知部と、制御部
と、前記燃料電池セルスタックが劣化しない範囲として定められている所定の温度範囲と
前記被加熱体の温度との対応関係を示すとともに、前記被加熱体の温度と前記燃焼排ガス
中の一酸化炭素濃度との対応関係を示すテーブル情報を保持する記憶部と、を備え、前記
制御部は、前記テーブル情報を参照して、前記燃料電池セルスタックの温度が所定の温度
範囲内となり、かつ前記燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度が所定値以下になるように前記温
度検知部により検知された前記被加熱体の温度を制御する。
【００５０】
　ここで被加熱体とは、例えば、燃焼排ガスが保有する熱を利用して加熱される改質器等
が例示できる。また、温度検知部によって検知される温度は、例えば、被加熱体を改質器
とする場合、その内部温度またはその壁面温度とすることができる。
【００５１】
　上記構成によると、テーブル情報を保持する記憶部を備えているため、温度検知部によ
り検知された被加熱体の温度から、該被加熱体の温度に対応する燃料電池セルスタックの
温度を把握することができる。このため、被加熱体の温度変化を監視することで、発電時
において該被加熱体の温度または燃料電池セルスタックの温度が所定の温度範囲内となる
ように制御することができる。
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【００５２】
　さらにまた、被加熱体の温度変化に対応する燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度を把握する
ことができる。このため、被加熱体の温度変化を監視することで、発電時において燃焼排
ガス中の一酸化炭素濃度が所定値以下となるように制御することができる。
【００５３】
　したがって、第９の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、被加熱体の温度または燃料電
池セルスタックの温度が所定の温度範囲内となるように制御しつつ、一酸化炭素濃度を所
定値以下に抑制し、安全に発電を行うことができる。
【００５４】
　よって、特に固体酸化物形燃料電池の発電時において、発電時の特性を考慮し、燃料電
池セルスタックの耐久性を確保するとともに、一酸化炭素濃度を所定値以下に抑制できる
、従来にない新規な技術を有する固体酸化物形燃料電池を提供することができるという効
果を奏する。
【００５５】
　また、第１０の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、第７から第９のいずれか１つの態
様に係る固体酸化物形燃料電池において、前記テーブル情報における被加熱体の温度は、
発電量に対応して設定されていてもよい。
【００５６】
　また、第１１の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、第６から第１０のいずれか１つの
態様に係る固体酸化物形燃料電池において、前記被加熱体が前記改質部であってもよい。
【００５７】
　また、第１２の態様に係る固体酸化物形燃料電池は、第１から第１１のいずれか１つの
態様に係る固体酸化物形燃料電池において、前記燃焼部の上流側に前記燃料電池セルスタ
ックが設けられ、該燃料電池セルスタックは複数の燃料電池セルから構成されており、前
記燃料電池セルの出口近傍に火炎が形成されるように構成されていてもよい。
【００５８】
　以下本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００５９】
　（実施の形態１）
　（固体酸化物形燃料電池の構成）
　図１は、本発明の実施の形態１における固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の全体構成
を示す模式図である。なお、図１では、発明をより明確に説明するため、燃料電池モジュ
ール１において原料、改質ガス、改質用空気、改質用水、および発電用空気の流通経路に
ついては特には明記していない。
【００６０】
　図１に示すように、ＳＯＦＣは燃料電池モジュール１と、補機ユニット２とを備えてな
る構成である。燃料電池モジュール１内には、複数の燃料電池セル３が電気的に直列に接
合されてなるスタック４が設置されている。燃料電池セル３は、例えば、内部に改質ガス
が流通する経路を形成する円筒形の内側電極層と、円筒形の外側電極層と、これらの間に
設けられた電解質層とを有し、内側電極層が燃料極、外側電極層が空気極となるように構
成することができる。そして、内側電極層を流通した改質ガスが円筒形の燃料電池セル３
の上方端部に形成された出口部３ａから噴出され、外側電極層を接触した発電用空気も円
筒形の燃料電池セル３の出口部３ａ側から送出されるようになっている。なお、燃料電池
セル３はこのような円筒型セルに限定されるものではなく例えば、平板型セルであっても
よい。
【００６１】
　スタック４の上部には燃焼室（燃焼部）５が設けられており、燃焼室５内には供給され
た原料と空気（発電用空気）とを燃焼させるために着火するための着火部８が備えられて
いる。原料としては、例えば都市ガス（１３Ａ）を利用することができる。燃焼室５の上
部には、補機ユニット２を介して外部から供給された原料を改質して改質ガスを生成する
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改質部６が設けられている。さらに改質部６の上部には補機ユニット２を介して外部から
供給された発電用空気を予熱する空気予熱部７が設けられる。そして、燃焼室５において
原料と空気とを燃焼させることで発生した燃焼排ガスは、改質部６および空気予熱部７を
それぞれ加熱し、燃料電池モジュール１の排ガス出口部２０から系外に排気される。なお
、排ガス出口部２０には排ガス浄化部９が設けられており、燃焼排ガス中に含まれる一酸
化炭素などの有害ガスを除去できるように構成されている。
【００６２】
　補機ユニット２は、原料供給部１０と改質用空気供給部１１と発電用空気供給部１２と
水供給部１３と原料流量制御部１４と改質用空気流量制御部１５と発電用空気流量制御部
１６と水流量制御部１７とを備えてなる構成である。なお、原料流量制御部１４と改質用
空気流量制御部１５と発電用空気流量制御部１６と水流量制御部１７とによって本発明の
流量制御部を実現する。
【００６３】
　原料供給部１０は、燃料電池モジュール１に原料を供給するためのものである。改質用
空気供給部１１は、燃料電池モジュール１に改質用空気を供給するためのものである。原
料および改質用空気が共に燃料電池モジュール１に供給される場合、改質部６の上流で両
者が混合され、改質部６から燃料電池セル３の内側電極層を流通し、燃焼室５へと導かれ
る。なお、改質部６において改質反応が実施されていない場合、燃料電池セル３の内側電
極層を原料が流通し、改質反応が進行すると改質ガスが流通することとなる。発電用空気
供給部１２は、燃料電池モジュール１に発電用空気を供給するためのものである。水供給
部１３は、燃料電池モジュール１に改質用の水（改質用水）を供給するためのものである
。
【００６４】
　上記した原料供給部１０、改質用空気供給部１１、発電用空気供給部１２、および水供
給部１３は、例えば、ポンプなどにより実現できる。また原料供給部１０、改質用空気供
給部１１、発電用空気供給部１２、および水供給部１３により供給される流体（原料、空
気、水）の流量は、原料流量制御部１４、改質用空気流量制御部１５、発電用空気流量制
御部１６、および水流量制御部１７それぞれによって制御され、燃料電池モジュール１に
送出される。原料流量制御部１４、改質用空気流量制御部１５、発電用空気流量制御部１
６、および水流量制御部１７は、例えば電磁弁などにより実現できる。
【００６５】
　また、ＳＯＦＣは主制御部（制御部）１９を備え、主制御部１９からの制御指示の下、
ＳＯＦＣが備える各部の各種制御が実施されるように構成されている。なお、主制御部１
９は、例えばＣＰＵ等により実現できる。
【００６６】
　（起動時の動作処理）
　次に、上記した構成を有する実施の形態１に係るＳＯＦＣの起動時の主な動作処理につ
いて説明する。まず、起動時には、原料と発電用空気とが燃焼室５に供給される。具体的
には、補機ユニット２の原料供給部１０が、都市ガス（１３Ａ）等の原料を、原料流量制
御部１４を介して燃料電池モジュール１内に供給する。燃料電池モジュール１内に供給さ
れた原料は、改質部６を通過した後、燃料電池セル３それぞれを流通し、各燃料電池セル
３の上方端部の出口部３ａから燃焼室５へと噴出する。一方、補機ユニット２の発電用空
気供給部１２が、発電用空気を、発電用空気流量制御部１６を介して燃料電池モジュール
１内に供給する。燃料電池モジュール１内に供給された発電用空気は、空気予熱部７を流
通し複数の燃料電池セル３それぞれへと送出させられる。そして、発電用空気は、各燃料
電池セル３の上方端部の出口部３ａ側から燃焼室５へと送出される。
【００６７】
　このように燃焼室５内へ原料と発電用空気とが供給されると、着火部８を作動させて原
料に着火する。これにより複数の燃料電池セル３それぞれの出口部３ａの近傍に火炎を形
成し、所定の空気比（原料が完全燃焼する時に必要な理論空気量に対する実空気量の比）
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で燃焼させることができる。このようにして燃焼室５において生成された燃焼排ガスは燃
焼室５の上方に設置された改質部６および空気予熱部７等の被加熱体を加熱した後、排ガ
ス浄化部９を通過し、燃料電池モジュール１の外部に排出される。
【００６８】
　以上のようにして燃焼室５において生成された燃焼排ガスにより改質部６が所望の温度
（部分酸化改質反応を行うために必要な温度）となるまで加熱された後、改質用空気の燃
料電池モジュール１への供給が開始される。すなわち着火後、改質部６の外壁に設けられ
た温度検知センサ（温度検知部）１８の検知結果が上記した所望の温度に達したと主制御
部１９が判定した場合、補機ユニット２の改質用空気供給部１１および改質用空気流量制
御部１５に指示して改質用空気を燃料電池モジュール１へ供給させる。主制御部１９から
の指示に応じて、改質用空気流量制御部１５は、所定流量の改質用空気が流通するように
例えば、電磁弁の開度を調整する。そして、主制御部１９からの指示に応じて、改質用空
気供給部１１は、改質用空気を、改質用空気流量制御部１５を介して燃料電池モジュール
１内に供給する。燃料電池モジュール１内に供給された改質用空気は、改質部６に送出さ
れ、改質部６内で加熱される。この時点では燃焼排ガスにより改質部６が加熱されており
、これにより改質部６内において混合された改質用空気と原料とが加熱され、部分酸化改
質反応が進行することとなる。
【００６９】
　改質部６内の温度がさらに上昇して所定温度（例えば、５００℃）になると、補機ユニ
ット２の水供給部１３は、改質用水を、水流量制御部１７を介して燃料電池モジュール１
内に供給する。燃料電池モジュール１内に供給された改質用水は、改質部６に送出される
。つまり、温度検知センサ１８の検知結果が所定温度（例えば、５００℃）に達したと主
制御部１９が判定した場合、水供給部１３および水流量制御部１７に指示して改質用水を
燃料電池モジュール１へ供給させる。そして、主制御部１９からの指示に応じて、水流量
制御部１７は、所定流量の改質用水が流通するように例えば、電磁弁の開度を調整する。
そして、主制御部１９からの指示に応じて、水供給部１３は、改質用水を、水流量制御部
１７を介して燃料電池モジュール１内に供給する。このように改質部６に改質用水が供給
されることにより、上述した部分酸化改質反応に加えて、水蒸気改質反応も併存して実施
されるオートサーマル改質反応が進行する。
【００７０】
　さらに、改質部６内の温度が上昇して所定温度（例えば、６００℃）になると、改質用
空気供給部１１は、改質用空気の供給を停止する。つまり、温度検知センサ１８の検知結
果が所定温度（例えば、６００℃）に達したと主制御部１９が判定した場合、改質用空気
供給部１１および改質用空気流量制御部１５に指示して改質用空気の燃料電池モジュール
１への供給を停止させる。そして、主制御部１９からの指示に応じて、改質用空気流量制
御部１５は、例えば、電磁弁を閉じ、改質用空気供給部１１は改質用空気の供給を停止さ
せる。このように改質用空気の供給が停止すると、改質部６は、原料と水蒸気のみによる
水蒸気改質反応を進行させる。改質部６における改質反応がオートサーマル改質反応から
水蒸気改質反応に移行した後、ＳＯＦＣでは発電が開始する。発電時では、発電に利用さ
れなかった燃料（改質ガス）と、発電に利用されなかった発電用空気とを燃焼室５におい
て燃焼し、生成した燃焼排ガスによって改質部６、および空気予熱部７が加熱される。
【００７１】
　上記したように、燃焼室５よりも上流側に複数の燃料電池セル３を設け、燃焼室５にお
ける各燃料電池セル３の出口部３ａの近傍にて火炎を形成する構成である。このため、火
炎の個数を多くすることができ、火炎長をより小さくすることができ、燃焼室５のコンパ
クト化を図ることができる。その結果、燃料電池モジュール１のコンパクト化を実現でき
る。
【００７２】
　なお、実施の形態１に係るＳＯＦＣでは、起動時では、改質部６において、上記したよ
うに部分酸化改質反応、オートサーマル改質反応、水蒸気改質反応の順に、逐次反応が進
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行する構成であった。しかしながら部分酸化改質反応を省略し、オートサーマル改質反応
から改質反応を進行させていく構成とすることもできる。
【００７３】
　次に、図２を参照して上記したＳＯＦＣにおける起動時の動作処理において、各流体（
原料、発電用空気、改質用空気）が流通するタイミングを説明する。図２は、本発明の実
施の形態１に係る固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の起動時の作動の一例を示すタイム
チャートである。
【００７４】
　図２では、着火前後と、改質部６で実施される改質反応が部分酸化改質反応からオート
サーマル改質反応に切り替わるまでの期間について示しており、プリパージを実施する期
間、着火を行う期間、着火により原料が燃焼する期間、部分酸化改質反応～オートサーマ
ル改質反応を進行させる期間に区別することができる。図２では、横軸を時間軸として、
上から原料流量のＯＮ／ＯＦＦ（原料供給の有無）、着火部８のＯＮ／ＯＦＦ、改質用空
気流量のＯＮ／ＯＦＦ（改質用空気の供給の有無）、発電用空気流量のＯＮ／ＯＦＦ（発
電用空気の供給の有無）の時系列変化を示している。なお、原料流量、改質用空気流量、
発電用空気流量のＯＮとは、原料、改質用空気、発電用空気の供給が行われている状態を
示し、ＯＦＦとは、原料、改質用空気、発電用空気の供給が停止されている状態を示す。
図２では、原料流量、着火部、改質用空気流量、発電用空気流量それぞれの時間経過を示
す横軸方向に延びた直線において立ち上がっている区間がＯＮの状態であり、立ち下がっ
ている区間がＯＦＦ状態に相当する。
【００７５】
　まず、ＳＯＦＣでは、着火部８による着火が行われる前に、改質用空気および発電用空
気を利用して燃料電池セル３内外に残存する水分や残留ガス等の除去を行うプリパージを
行う。具体的には、プリパージ期間では、改質用空気供給部１１により改質用空気が、発
電用空気供給部１２により発電用空気がそれぞれ燃料電池モジュール１に供給される。そ
して、これら供給された改質用空気および発電用空気を、燃料電池セル３内外に送出する
ことで燃料電池セル３内外に残存する水分や残留ガス等を外部に排気させ、除去する。プ
リパージが終わり、かつ着火部８による着火が行われる前に、改質用空気供給部１１は改
質用空気の供給を停止する。なお、プリパージを行う期間として所定時間が設定されてお
り、主制御部１９が不図示の計時部を起動させて所定時間の経過を管理する。そして、プ
リパージを行う所定時間が経過すると、主制御部１９は、改質用空気の供給を停止させる
ように改質用空気供給部１１に対して指示する。この指示に応じて、改質用空気供給部１
１は、改質用空気の供給を停止させる。
【００７６】
　改質用空気の供給が停止されると、主制御部１９は、着火部８に着火するように指示す
る。着火部８は主制御部１９からの指示に応じて着火を行う。着火部８で着火が行われて
いる間に、主制御部１９は、原料供給部１０に燃料電池モジュール１への原料の供給を指
示する。原料供給部１０は、主制御部１９からの指示に応じて、原料の供給を開始する。
燃焼室５において原料と発電用空気とが供給され、着火部８の着火により原料が燃焼する
と、着火部８は着火を停止する。そして、原料と発電用空気とが燃焼し、生成された燃焼
排ガスにより改質部６が所定温度になると、主制御部１９は、改質用空気供給部１１に改
質用空気の供給を再開させるように指示する。改質用空気供給部１１は、主制御部１９か
らの指示に応じて、改質用空気の供給を開始する。これにより改質部６において部分酸化
改質反応が実施される。
【００７７】
　ところで、例えば特許文献１に開示された従来のＳＯＦＣでは、プリパージ期間の経過
後の着火時おいても、継続して改質用空気を燃料電池モジュール１に供給していた。これ
に対して、実施の形態１に係るＳＯＦＣでは、改質用空気の供給を停止させ、原料および
発電用空気のみを供給した状態で、着火部により原料を着火させ、燃焼させるように構成
されている。このため、実施の形態１に係るＳＯＦＣでは、着火時において、原料に改質
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用空気が混入された状態で燃焼室５に供給されることがなく、着火安定性を阻害すること
を回避することができる。また、着火後において、燃焼室５には燃焼の維持に必要な酸素
として火炎の外から発電用空気が拡散によって入ってきており火炎安定性を高め、一酸化
炭素の発生を抑制することができる。
【００７８】
　（一酸化炭素の発生について）
　ここで、以下において実施の形態１に係るＳＯＦＣのように着火時に改質用空気の供給
を停止させる構成と、従来のように着火時にも改質用空気の供給を停止させない構成とを
比較し、一酸化炭素の発生について説明する。
【００７９】
　着火時において従来のように６NL/minの流量の改質用空気も原料とともに供給して着火
させると、発生した一酸化炭素濃度のピーク値は２５０ppmとなった。これに対して、実
施の形態１に係るＳＯＦＣのように、着火時において改質用空気の供給を停止させた場合
、発生した一酸化炭素濃度のピーク値を５０ppmまで低減することができた。
【００８０】
　従来の構成では起動時には、混合させた原料と改質用空気とを複数の円筒型の燃料電池
セル３の内側から燃焼室５へ噴出させ、発電用空気を複数の円筒型の燃料電池セル３の外
側から燃焼室５へ送出させ、着火部８を作動させて原料に着火させ、複数の燃料電池セル
３の出口部３ａに火炎を形成する、いわゆる予混合燃焼を行なっていた。
【００８１】
　例えばブンゼンバーナ等で予混合燃焼させる場合、原料が噴出する時の動圧によって発
生する圧力差で燃焼用一次空気（改質用空気に相当）を誘引し、周囲から燃焼用二次空気
（発電用空気に相当）を拡散吸引して火炎を形成する。これに対して、実施の形態１に係
るＳＯＦＣでは、一次空気に相当する改質用空気を誘引する構成ではなく、強制給気する
構成であり、二次空気に相当する発電用空気も拡散吸引する構成ではなく、強制給気する
構成である。このため、燃焼室５において燃料電池セル３の出口部３ａにおける低流速領
域でしか着火できず、燃料電池セル３の出口部３ａから燃料電池セル３内に火炎が逆流す
る逆火が発生する可能性がある。そこで、この逆火抑制のため、燃料電池セル３の出口部
３ａを細管で形成し、出口部３ａにおける消炎距離を所定距離以下とする必要がある。こ
のように燃料電池セル３の出口部３ａを細管とすると、逆火抑制には効果的であるが、原
料に改質用空気を混合させると、着火時の火炎安定性が阻害され、一酸化炭素発生量の増
加をもたらすと考えられる。
【００８２】
　そこで、ＳＯＦＣにおいて、着火特性（一酸化炭素の発生）を支配する要因をより詳細
に検証した。つまり、改質用空気流量による一次空気比と、改質用空気流量と発電用空気
流量とを加えたトータル空気比とにより、着火限界、及び着火時の一酸化炭素発生ピーク
値を調べたところ、一酸化炭素発生の抑制には、改質用空気流量による一次空気比の影響
を受けることが分かった。つまり、ブンゼンバーナ等とは構成の相違から、原料への改質
用空気の混入が着火安定性を阻害しており、具体的には一次空気比が著しく小さくなる時
（０から０．１）に一酸化炭素の発生ピーク値を抑制できることが分かった。
【００８３】
　上記した検証結果を踏まえ、図２で説明したように、着火時に改質用空気の供給を停止
させる構成とすることで、着火安定性に優れ、既述したように着火時の一酸化炭素発生ピ
ーク値を５０ppmに抑制することができる。
【００８４】
　以上のように、実施の形態１に係るＳＯＦＣは、発電用空気と改質用空気とを供給して
原料の着火前にプリパージを行なった後、改質用空気の供給だけを停止させる。次いで、
原料の供給を開始し、継続して供給されている発電用空気とともに燃焼室５で燃焼させ、
その後に再度、改質用空気を供給するシーケンスとしている。このようにプリパージを起
動時に行うことにより、燃料電池セル３内に残存していた水分や残留ガスを除去し、着火
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安定性を高め、一酸化炭素の発生を抑制することもできる。
【００８５】
　（変形例１）
　実施の形態１に係るＳＯＦＣでは、図２に示すように着火後に再度、供給する改質用空
気は、改質部６が所望の温度まで加熱された時点で所定流量、燃料電池モジュール１へ供
給される構成であった。しかしながら、図３に示すように単位時間当たりの流量が所定流
量以下となる範囲内で、かつ、例えば、単調増加するように燃料電池モジュール１へ徐々
に供給するように構成されてもよい。図３は、本発明の実施の形態１の変形例１に係る固
体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の起動時の作動の一例を示すタイムチャートである。図
３は、図２と同様に、着火の前後と改質部６においてオートサーマル改質反応が実施され
るまでの期間について示しており、プリパージを実施する期間、着火を行う期間、着火に
より原料が燃焼する期間、部分酸化改質反応～オートサーマル改質反応を進行させる期間
に区別することができる。
【００８６】
　図３に示すように、実施の形態１の変形例に係るＳＯＦＣでは、着火後に改質用空気の
供給を再開する際、主制御部１９からの指示に応じて改質用空気流量制御部１５が開度を
徐々に変化させ、改質用空気供給部１１が改質用空気を燃料電池モジュール１に供給する
。このとき、改質用空気流量制御部１５は、改質用空気の単位時間当たりの流量が所定流
量以下となる範囲内で、例えば、０．１NL/secずつ増量するように調整する。
【００８７】
　このように、着火後に改質用空気を徐々に増量させて燃料電池モジュール１に供給する
ことにより、火炎安定性の低下を回避でき、一酸化炭素の発生をさらに抑制することがで
きる。
【００８８】
　（実施の形態２）
　上記した実施の形態１に係るＳＯＦＣおよび変形例１に係るＳＯＦＣでは、ＳＯＦＣの
起動時、特に着火前後と改質部６で部分酸化改質反応を進行させる期間において、改質用
空気の供給タイミングを工夫することで一酸化炭素の発生を抑制する構成について説明し
た。
【００８９】
　実施の形態２に係るＳＯＦＣは、図４に示すように、実施の形態１に係るＳＯＦＣの構
成において、排ガス浄化部９の入口部分に、この入口部分の温度を検知するための浄化部
用温度検知センサ（浄化部用温度検知部）２１をさらに備えた構成とする。そして、この
浄化部用温度検知センサ２１の検知結果に基づき、主制御部１９が水供給部１３および水
流量制御部１７に対して、所定の流量の改質用水を燃料電池モジュール１の改質部６に供
給するように指示する点で実施の形態１に係るＳＯＦＣと異なる。特に、実施の形態２に
係るＳＯＦＣは、浄化部用温度検知センサ２１の検知結果に基づき、主制御部１９が水供
給部１３および水流量制御部１７に指示して、所定の流量の改質用水を適切なタイミング
で増量させる。それ以外については、実施の形態２に係るＳＯＦＣは実施の形態１に係る
ＳＯＦＣと同様な構成となるため、同様な部材には同じ符号を付しその説明については省
略する。
【００９０】
　図４は、本発明の実施の形態２における固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の全体構成
を示す模式図である。図１と同様に、発明をより明確に説明するため、燃料電池モジュー
ル１において原料、改質ガス（燃料）、改質用ガス、改質用水、および発電用空気の流通
経路については特には明記していない。
【００９１】
　なお、この改質用水の増量は以下の理由で行う。すなわち、改質部６および燃料電池セ
ル３等の温度が十分に上昇しない段階で多量の改質用水を流入させると作動安定性および
火炎温度の低下を招き、それによって発生する一酸化炭素の濃度が大きくなるという問題
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があるからである。そこで、実施の形態２に係るＳＯＦＣでは、改質用水を徐々に供給し
つつ、改質部６および燃料電池セル３等とともに温度上昇する排ガス浄化部９の温度に基
づき、供給する改質用水の流量を増量させる。
【００９２】
　（改質用水の増量タイミング）
　次に、図５を参照して、上記した構成を有する実施の形態２に係るＳＯＦＣにおいて、
改質部６に供給する改質用水の増量を行うタイミングについて説明する。図５は、本発明
の実施の形態２に係る固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の起動時に系外へ排出されるＣ
Ｏ濃度と排ガス浄化部９の入口部分の温度（入口温度）との関係を示すグラフである。図
５において、グラフの横軸は時間（ｔ）、左側の縦軸は系外に排出されるＣＯ濃度（Ｃ）
、右側の縦軸は排ガス浄化部９の入口温度（Ｔ）を示している。
【００９３】
　またこのグラフにおいて、破線は実施の形態２に係るＳＯＦＣの効果を説明するための
比較例として挙げたＳＯＦＣにおけるＣＯ濃度の時系列変化、実線は実施の形態２に係る
ＳＯＦＣにおけるＣＯ濃度の時系列変化、一点鎖線は排ガス浄化部９の入口温度の時系列
変化を示す。なお、図５に示すグラフにおいて、ｔ１は起動開始から着火までの経過時間
、ｔ２は起動開始から改質用水を供給開始するまでの経過時間、ｔ３は比較例に係るＳＯ
ＦＣにおける起動開始から改質用水を最初に増量するまでの経過時間、ｔ４は比較例に係
るＳＯＦＣにおける起動開始から改質用水をさらに増量するまでの経過時間を示す。また
、後述するが、このｔ４は、実施の形態２に係るＳＯＦＣにおける起動開始から改質用水
を最初に増量するまでの経過時間でもある。
【００９４】
　ＣＯ濃度を示す縦軸におけるＣ１は、実施の形態２に係るＳＯＦＣにおいて発生するＣ
Ｏ濃度のピーク値が主として出現する値に相当しており、排ガス浄化部９の入口温度を示
す縦軸におけるＴ１は、排ガス浄化部９の機能が確保できる所定温度（例えば１２０℃）
に相当する。図５に示すように、排ガス浄化部９の入口温度は、燃焼室５で生成された燃
焼排ガスにより加熱され、徐々に温度上昇し、ある程度時間が経過するとほぼ一定となる
ように変化する。
【００９５】
　また、図５において、実施の形態２に係るＳＯＦＣにおけるＣＯ濃度の時系列変化（実
線）および比較例に係るＳＯＦＣにおけるＣＯ濃度の時系列変化（破線）ではともに大き
さは異なるが、２つのピークが現れる。実施の形態２に係るＳＯＦＣにおいて、１つ目の
ピークは着火時に発生したＣＯに起因するものである。２つ目のピークは、部分酸化改質
反応からオートサーマル改質反応に移行する際に供給された改質用水に起因するものであ
り、改質用水の供給により、火炎安定性が阻害されてＣＯ濃度が上昇したことを示してい
る。
【００９６】
　一方、比較例に係るＳＯＦＣにおける１つ目のピークは、着火時に発生したＣＯに起因
するものである。２つ目のピークは、部分酸化改質反応からオートサーマル改質反応に移
行する際に供給された改質用水、ならびに改質用水の最初の増量に起因するものであり、
改質用水の供給時および最初の増量時それぞれにおいて火炎安定性が阻害されてＣＯが発
生したためＣＯ濃度が大きく上昇している。
【００９７】
　図５に示すように、実施の形態２に係るＳＯＦＣでは、改質用水の最初の増量に伴うＣ
Ｏ濃度の上昇の影響を受けておらず、逆に、比較例に係るＳＯＦＣでは、改質用水の最初
の増量に伴うＣＯ濃度の上昇を受けて、２つ目のピークの値が大きくなっている。この両
者の違いについて以下に説明する。
【００９８】
　実施の形態２に係るＳＯＦＣと比較例に係るＳＯＦＣとの相違は、前者はｔ３では改質
用水を増量させずに、ｔ４で改質用水を増量させているのに対して、後者はｔ３で改質部
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６に供給する改質用水を増量させている点である。改質部６に供給する改質用水を増量さ
せると、燃料電池セル３の出口部３ａから改質用空気および改質ガス（燃料）とともに、
水蒸気も噴出するため火炎安定性が低下し、発生するＣＯの濃度が高くなる。ここで比較
例に係るＳＯＦＣのように、ｔ３で改質用水を増量させると、ｔ３では排ガス浄化部９の
入口温度が排ガス浄化部９に備えられている浄化用触媒（酸化触媒）の活性温度（例えば
、１２０℃）よりも低く、排ガス浄化部９において排ガス浄化の機能が十分に確保されて
いない。このため、比較例に係るＳＯＦＣでは、ｔ３において系外（燃料電池モジュール
外）に排気されるＣＯ濃度を低減させることができず、図５のグラフにおいて破線で示さ
れるように、ＣＯ濃度は２つ目のピークで高い値となっている。
【００９９】
　一方、実施の形態２に係るＳＯＦＣのようにｔ４で改質用水を増量させると、ｔ４では
排ガス浄化部９の入口温度が浄化用触媒の活性温度（Ｔ１）を超えており、排ガス浄化部
９において排ガス浄化の機能が十分に確保されているため、系外に排出されるＣＯ濃度を
低減させることができる。その結果、図５のグラフにおいて実線で示すように、改質用水
の増量に起因したＣＯ濃度のピークが発生せずに良好な排ガス特性を示す。
【０１００】
　なお、上記したように実施の形態２に係るＳＯＦＣのＣＯ濃度の時系列変化を示す実線
において、改質用水の供給に起因してわずかに２番目のＣＯ濃度ピークが発生している。
ここで、実施の形態２に係るＳＯＦＣを、排ガス浄化部９の入口温度が浄化用触媒の活性
温度に達するまで、部分酸化改質反応を進行させて改質用水を供給しないように構成する
ことで、２番目のＣＯ濃度ピークも回避させることができる。
【０１０１】
　なお、排ガス浄化部９の内部に備えられる浄化用触媒は、例えば貴金属を主とした酸化
用の触媒を用いることができ、この浄化用触媒によりＣＯの浄化性能を確保することがで
きる。また、この浄化用触媒が浄化性能を確保するためには、所定温度以上とする必要が
ある。このため、排ガス浄化部９を加熱するための加熱ヒータを別途備え、ＳＯＦＣの起
動時において、この加熱ヒータにより浄化用触媒が所定温度以上とする構成が考えられる
。しかしながら、実施の形態２に係るＳＯＦＣでは、上記したように、実施する改質反応
の特性を考慮し、浄化用触媒が活性化する所定温度に達するまで改質用水の増量を行わな
いようにする独自のシーケンスを実行しており、これにより加熱ヒータを不要にすること
ができた。
【０１０２】
　なお、実施の形態２に係るＳＯＦＣでは、排ガス浄化部９は、浄化用触媒として、貴金
属を主とした酸化用の触媒を備える構成であったが、浄化用触媒はＣＯ浄化性能を確保で
きれば、その材料、形状を限定するものではない。また、排ガス浄化部９は、所定温度で
活性化する浄化用触媒を備える構成であったが、必ずしも浄化用触媒を備える必要はなく
、所定温度以上でＣＯを有効に除去できる構成のものであれば任意である。
【０１０３】
　（実施の形態３）
　次に、実施の形態３に係るＳＯＦＣとして、改質器（被加熱体）６の温度変化に基づき
、スタック４の温度変化を把握するとともに、燃焼室５において着火部８により原料に着
火されたか否かに関する判定である着火判定処理を行う構成を有するＳＯＦＣについて図
６および図７を参照して説明する。図６は、本発明の実施の形態３に係る固体酸化物形燃
料電池（ＳＯＦＣ）の全体構成を示す模式図である。図１および図４と同様に、発明をよ
り明確に説明するため、燃料電池モジュール１において原料、改質ガス（燃料）、改質用
ガス、改質用水、および発電用空気の流通経路については特には明記していない。また、
図７は、実施の形態３に係る固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の起動時における改質部
６およびスタック４それぞれの温度特性を示すグラフである。
【０１０４】
　図６に示すように実施の形態３に係るＳＯＦＣは、実施の形態１に係るＳＯＦＣの構成
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において、ＳＯＦＣの稼働時間に応じた改質部６の外壁温度とスタック温度との対応関係
を示すテーブル情報３１を保持する記憶部３０を備えている。それ以外については、実施
の形態３に係るＳＯＦＣは、実施の形態１に係るＳＯＦＣと同様な構成となるため、同様
な部材には同じ符号を付しその説明については省略する。
【０１０５】
　まず、燃焼室５で生成された燃焼排ガスによる被加熱体である改質部６の外壁温度と、
スタック４の温度（スタック温度）との関係について、図７を参照して説明する。図７に
おいて、グラフの横軸は時間（ｔ）、縦軸は温度（Ｔ）であり、グラフ中における破線は
スタック温度、実線は被加熱体である改質部６の外壁温度を示す。ｔ１は起動開始から着
火までの経過時間、ｔ５は起動開始から発電を開始するまでの経過時間を示している。
【０１０６】
　なお、実施の形態３では、スタック温度を複数の燃料電池セル３が配置されたスタック
４の水平方向における中央部でかつ、鉛直方向の中央部に位置する燃料電池セル３近傍（
図６におけるＡ）で測定した。また、改質部６の外壁温度を燃焼室５において形成される
火炎の上方となる改質部６の下側（図６におけるＢ）で測定した。そして、両者の対応関
係を示すテーブル情報３１を作成した。なお、改質部６の入口部分では改質用水が蒸発し
ているため、改質反応が進行している出口部分の近傍の外壁で温度を測定した。
【０１０７】
　図７に示すように、実施の形態３に係るＳＯＦＣを起動させ、原料を供給して着火した
時点（ｔ１の時点）からスタック温度および改質部６の外壁温度それぞれが上昇していく
。スタック４の熱容量は改質部６の外壁の熱容量よりも大きいため、スタック温度は徐々
に上昇していくのに対し、改質部６の外壁温度は、改質部６の直下に火炎が形成されてお
り、急激に上昇する。このように、改質部６の外壁は、燃料電池モジュール１における温
度変化に対する応答性が高くなっている。
【０１０８】
　ここで、図７を参照すると、改質部６の外壁温度の温度変化とスタック温度の温度変化
は単位時間あたりの変化の大きさは異なるが両者は相関している。つまり、改質部６の外
壁温度とスタック温度とは、原料への着火後、改質部６において部分酸化改質反応、オー
トサーマル改質反応、水蒸気改質反応と、改質反応を進行させるにともない、図７に示す
ように上昇していき、発電を開始して定格出力（例えば、８００Ｗ）で発電を継続すると
、所定温度（例えば、６３０℃）で安定する。つまり、スタック温度の温度変化は改質部
６の外壁温度の温度変化と相関性がある。このため、例えば燃焼に伴う急激な温度変化に
対して応答性の優れた改質部６の温度を検知することにより、スタック温度の温度変化を
確度よく、すばやく把握することができる。そこで、この図７に示す両者の温度特性の対
応関係を示すテーブル情報３１を予め用意し、記憶部３０に保持しておく。そして、実施
の形態３に係るＳＯＦＣでは、主制御部１９はテーブル情報３１を参照して、温度検知セ
ンサ１８により検知された改質部６の外壁温度に基づきスタック温度を把握することがで
きるように構成されている。
【０１０９】
　さらに温度変化に対して応答性の優れた改質部６の温度を検知し、この検知した温度変
化に基づき、原料に対する着火判定を行う構成とすることで、燃料電池モジュール１にお
いて信頼性の高い燃焼検知を実現できる。以下において、実施の形態３に係るＳＯＦＣに
おける着火判定について説明する。
【０１１０】
　（着火判定）
　実施の形態３に係るＳＯＦＣは、改質部６の温度を温度検知センサ１８の検知対象とし
、温度検知センサ１８の検知結果に基づき、主制御部１９が原料供給後の改質部６の所定
時間における温度変化を把握する。そして、主制御部１９が把握した温度変化に基づき着
火部８による原料への着火判断を行なうように構成されている。例えば、主制御部１９は
、原料供給後、所定時間（例えば、２０秒）以内に、所定温度（例えば、１５℃）以上、
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改質部６の外壁温度が増加したと判定した場合、燃焼室５において原料に着火したと判断
する。一方、主制御部１９は、所定時間（例えば、２０秒）以内に、改質部６の外壁温度
が所定温度（例えば、１５℃）未満しか増加しなかった場合、未着火と判断する。
【０１１１】
　例えば、上記した着火判定において、燃焼領域（燃焼室５内の燃焼排ガス）の温度を温
度検知センサ１８の検知対象とすることも考えられるが、この場合、温度変化に対する応
答性は改質部６の外壁温度よりもさらに高くなる。しかしながら、燃焼室５に形成される
火炎位置と温度検知センサ１８の位置とが所定距離以上離れている場合、検知精度が低下
する場合がある。逆に、火炎の近傍に温度検知センサ１８を設けた場合、火炎安定性が阻
害され、一酸化炭素が発生するという問題がある。そこで、実施の形態３に係るＳＯＦＣ
では、改質部６の外壁部に設けた温度検知センサ１８の温度変化を、着火判定に利用する
。
【０１１２】
　しかしながら、着火判定を行うために温度検知を行う検知対象はこの改質部６の外壁に
限定されるものではなく、燃焼室５における燃焼に伴い温度変化する他の部材であっても
よい。あるいは、改質部６の外壁ではなく、例えば、改質部６の内部温度や内壁温度であ
っても良い。なお、着火判定に利用する温度検知センサ１８は、実施の形態１にて述べた
ように、改質部６で実施する改質反応を切り替えるために改質部６の温度を検知するため
に設けられているものを共用できる。このため、着火判定のために別途、温度検知センサ
１８を設ける必要がなく部品点数を低減できるという利点がある。
【０１１３】
　（変形例１）
　実施の形態３に係るＳＯＦＣでは、上記したように、温度変化に対する応答性が高い改
質部６の外壁温度を利用して、スタック温度を把握したり、燃焼室５における着火部８に
よる原料の着火判定を行ったりする構成であった。実施の形態３の変形例１に係るＳＯＦ
Ｃは、上記した改質部６の外壁温度とスタック温度との対応関係を利用して、スタック温
度が所定の温度範囲、例えば、耐久限界範囲内となるように管理するように構成する。な
お、耐久限界範囲とは、スタック耐久上限温度からスタック耐久下限温度までの範囲を示
しており、スタック４が劣化しない範囲として定められている温度範囲である。実機とし
て燃料電池セル３の長寿命化を確保するためには、定格出力で発電が継続されている時の
ように燃料電池モジュール１が熱的に安定状態となっている場合において、スタック温度
が耐久限界範囲内となるように作動させることが重要となる。
【０１１４】
　実施の形態３の変形例１に係るＳＯＦＣの構成は、実施の形態３に係るＳＯＦＣの構成
と比較して記憶部３０が保持するテーブル情報３１の内容が異なる点を除けば、同様の構
成となる。このため構成部材には同じ符号を付しその説明については省略する。詳細は後
述するが、実施の形態３の変形例１に係るＳＯＦＣでは、記憶部３０は、発電量と、スタ
ック耐久上限温度およびスタック耐久下限温度それぞれに応じた改質部６の温度との対応
関係を示す情報をテーブル情報３１として記憶部３０に保持している。なお、記憶部３０
は、例えば、メインメモリなどの主記憶装置を利用することができる。
【０１１５】
　ここで、実施の形態３の変形例１に係るＳＯＦＣが有するテーブル情報３１について図
８を参照して説明する。図８は、実施の形態３に係る固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）
における発電時の温度特性を示すグラフである。図８において、グラフの横軸は発電量（
Ｇ）、縦軸は改質部６の外壁温度（Ｔ）であり、グラフの実線はスタック４の耐久上限温
度、グラフの破線はスタック４の耐久下限温度に対応する改質部６の外壁温度である。
【０１１６】
　スタック耐久上限温度およびスタック耐久下限温度は、それぞれスタック４に対して所
定値が設定されている。しかしながら、スタック耐久上限温度およびスタック耐久下限温
度それぞれに対応する改質部６の外壁温度は、発電に利用される燃料の利用率、発電用空
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気の利用率、燃焼状態、燃焼室５から改質部６への伝熱、改質部６における放熱等を含む
燃料電池モジュール１における熱収支等に支配される。このため、図８に示すように、ス
タック耐久上限温度およびスタック耐久下限温度それぞれに対応する改質部６の外壁温度
は、発電量に応じて変化する。なお、図８に示すように、スタック耐久上限温度およびス
タック耐久下限温度それぞれに対応する改質部６の外壁温度は、発電量の増加に伴い、低
下する傾向にある。これは、ＳＯＦＣにおいて発電量が増加とともに燃料の利用率が高ま
り、燃焼室５において燃料比率が少なくなるとともに、水分の比率が高くなる。このため
、燃焼室５において形成される火炎の温度が低下し、燃焼が不安定になりやすいという傾
向があるからである。
【０１１７】
　ところで、発電時において発電量が変化すると、スタック４の温度が変化し、スタック
４の温度がスタック耐久上限温度からスタック耐久下限温度までの範囲を超える場合があ
る。ＳＯＦＣの信頼性の基準となるスタック温度が変化すると、このスタック温度と相関
する改質部６の外壁温度も変化する。そこで、スタック温度を適切な設定範囲（スタック
耐久上限温度からスタック耐久下限温度の範囲）となるように、発電量に応じて改質部６
の外壁温度を制御する。
【０１１８】
　すなわち、発電量の変化は、燃焼機器に対して要求されるＴＤＲ（Turn Down Ratio）
に対応する改質部６の外壁温度とし、燃焼量の変動範囲をスタック耐久上限温度およびス
タック耐久下限温度それぞれに対応した改質部６の外壁温度で設定する。このため、発電
量に応じて改質部６の外壁温度を制御することで、スタック温度をその耐久限界範囲内（
スタック耐久上限温度からスタック耐久下限温度までの範囲）となるように制御すること
ができる。
【０１１９】
　（制御方法）
　次に、実施の形態３の変形例１に係るＳＯＦＣにおける、改質部６の外壁温度の制御方
法について説明する。
【０１２０】
　発電時には燃料電池セル３の上方部分の出口部３ａから噴出する発電に利用されなかっ
た燃料と、発電に利用されなかった発電用空気とが拡散燃焼する。この拡散燃焼時におけ
る空気比を増加させると、スタック温度および改質部６の温度はともに、この空気比の増
加に比例して低下する。逆に空気比を低下させると、スタック温度および改質部６の温度
はともに、この空気比の低下に比例して大きくなる。このため、発電時の拡散燃焼時にお
いて、供給する空気比を調整することで改質部６の温度、該改質部６の温度に対応するス
タック温度を調整することができる。より具体的には以下のようにして改質部６の外壁温
度を制御する。
【０１２１】
　より具体的には、主制御部１９が温度検知センサ１８から受け付けた検知結果に基づき
、改質部６の外壁温度がスタック耐久上限温度に対応する温度を上回ったと判定した場合
、まず、発電用空気供給部１２および発電用空気流量制御部１６に指示して発電用空気の
流量を増加させる。発電用空気流量制御部１６は、主制御部１９からの指示に応じて、供
給する発電用空気の流量が増加するように開度を大きくし、発電用空気供給部１２は発電
用空気流量制御部１６を介して主制御部１９から指示された流量の改質用空気を燃料電池
モジュール１に供給する。
【０１２２】
　また、発電用空気の流量を増加させても温度検知センサ１８から受け付けた検知結果が
設定温度範囲内（耐久限界範囲内）とならない場合、主制御部１９は、原料供給部１０お
よび原料流量制御部１４に対して供給する原料の流量を減少させるようにさらに指示する
。原料流量制御部１４は、主制御部１９からの指示に応じて、供給する原料の流量が減少
するように開度を小さくし、原料供給部１０は、原料流量制御部１４を介して主制御部１
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９から指示された流量の原料を燃料電池モジュール１に供給する。
【０１２３】
　一方、主制御部１９が温度検知センサ１８から受け付けた検知結果に基づき、改質部６
の外壁温度がスタック耐久下限温度に対応する温度を下回ったと判定した場合、まず、発
電用空気供給部１２および発電用空気流量制御部１６に指示して発電用空気の流量を減少
させる。また、発電用空気の流量を減少させても温度検知センサ１８から受け付けた検知
結果が設定温度範囲にならないと判定した場合、主制御部１９は、原料供給部１０および
原料流量制御部１４に対して供給する原料の流量を増加させるように指示する。
【０１２４】
　以上のようにして、主制御部１９は、改質部６の外壁温度を、スタック耐久上限温度に
対応する温度からスタック耐久下限温度に対応する温度までの範囲に収まるように制御す
ることができる。
【０１２５】
　なお、上記した制御を行ったとしても発電量に応じた改質部６の外壁温度が、耐久限界
範囲内に対応する設定温度範囲内とならない場合、主制御部１９は、火炎の吹飛び（Blow
 Off）、消炎（Quenching）による失火等を含め、異常燃焼と判断する。異常燃焼と判断
した場合、主制御部１９は、原料供給部１０および原料流量制御部１４に指示して原料の
供給を中止させ、燃焼を停止させる。
【０１２６】
　上記した異常燃焼か否かについての判定は、具体的には以下のように行う。すなわち、
発電用空気の流量を減少または増加させることで、改質部６の外壁温度を、発電量に応じ
た耐久限界範囲内に対応する設定温度範囲内とする構成の場合、発電用空気の流量を例え
ば、±１０％変化させ、改質部６の外壁温度が設定温度範囲内に戻らないとき、主制御部
１９は、異常燃焼と判定する。また、原料の流量を減少または増加させることで、改質部
６の外壁温度を発電量に応じた耐久限界範囲内に対応する設定温度範囲内とする構成の場
合、原料の流量を例えば、±５％変化させ、改質部６の外壁温度が設定温度範囲内に戻ら
ないとき、主制御部１９は、異常燃焼と判定する。
【０１２７】
　なお、上記では、改質部６の外壁温度が設定温度範囲内となるように調整することで、
スタック温度を耐久限界範囲内となるように制御する構成であったが、このような制御に
限定されものではない。例えは、スタック温度が耐久限界範囲外となったか否かについて
の判定のみ、改質部６の外壁温度に基づいて行う。そして、耐久限界範囲外となったと判
定された場合、上記したように発電用空気または原料の流量を変更させることで、直接、
スタック４の温度が耐久限界範囲内に収まるように制御する構成であってもよい。このよ
うに構成される場合、スタック４にも別途、温度検知センサを設けることとなる。
【０１２８】
　（変形例２）
　ところで、本発明者は、被加熱体である改質部６の外壁温度と燃焼排ガス中のＣＯ濃度
との間にも相関があることを見出した。すなわち、改質部６の外壁温度と、燃焼排ガス中
に含まれるＣＯ濃度との関係について検討した。その結果、ＳＯＦＣの燃焼室５に供給さ
れる発電用空気の空気比を増加させると、改質部６の外壁温度は低下するが、改質ガスと
発電用空気との拡散が促進されて燃焼排ガス中のＣＯ濃度が低下する。一方、ＳＯＦＣの
燃焼室５に供給される発電用空気の空気比を低下させると、改質部６の外壁温度は増加す
るが、改質ガスと発電用空気との拡散反応が不十分になって燃焼排ガス中のＣＯ濃度が増
加することが分かった。このため、この改質部６の外壁温度と、燃焼排ガス中のＣＯ濃度
との関係に基づき、燃焼排ガスの一酸化炭素濃度が所定値（例えば、１５０ppm）以下に
なるように改質部６の外壁温度を制御することができることが分かった。
【０１２９】
　そこで、実施の形態３の変形例２に係るＳＯＦＣは、改質部６の外壁温度と燃焼排ガス
中のＣＯ濃度との対応関係から、燃焼排ガス中のＣＯ濃度が所定値以下になるように改質
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部６の外壁温度を制御する構成とする。このように、改質部６の外壁温度とＣＯ濃度との
対応関係から、ＣＯ濃度が所定値以下となるように改質部６の外壁温度を制御する構成と
することで、ＣＯ濃度を考慮した改質部６の外壁温度の制御が可能となる。
【０１３０】
　なお、実施の形態３の変形例２に係るＳＯＦＣは、記憶部３０に保持するテーブル情報
３１が異なる点を除けば実施の形態３に係るＳＯＦＣと同様の構成である。このため実施
の形態３と同様の構成部材には同じ符号を付しその説明については省略する。実施の形態
３の変形例２に係るＳＯＦＣでは、テーブル情報３１として空気比の変動に応じた改質部
６の外壁温度とＣＯ濃度との対応関係を示す情報を記憶部３０は保持する。このため、実
施の形態３の変形例２に係るＳＯＦＣでは、主制御部１９は、燃焼室５に供給される発電
用空気の空気比に応じて、温度検知センサ１８から受け付けた検知結果から燃焼排ガス中
のＣＯ濃度を把握することができる。なお、上記した空気比は、主制御部１９が発電用空
気供給部１２により発電用空気流量制御部１６を介して燃料電池モジュール１に供給され
る空気流量を管理しており、ＳＯＦＣにおける発電量と供給する空気流量とに基づき求め
ることができる。
【０１３１】
　（変形例３）
　次に、実施の形態３の変形例３に係るＳＯＦＣについて説明する。実施の形態３の変形
例３に係るＳＯＦＣは、実施の形態３の変形例１と変形例２とを組み合わせた構成となっ
ており、発電量に応じた改質部６の外壁温度と、スタック温度と、燃焼排ガス中のＣＯ濃
度との対応関係から、発電量に応じてスタック温度が耐久限界範囲内となり、かつ燃焼排
ガス中のＣＯ濃度が所定値以下になるように改質部６の外壁温度を制御するように構成す
る。
【０１３２】
　実施の形態３の変形例３に係るＳＯＦＣは、記憶部３０に保持するテーブル情報３１が
異なる点を除けば、図６に示す実施の形態３に係るＳＯＦＣの構成と同様である。このた
め、実施の形態３と同様の構成部材には同じ符号を付しその説明については省略する。実
施の形態の変形例３に係るＳＯＦＣは、テーブル情報３１として、発電量に応じたスタッ
ク耐久上限温度およびスタック耐久下限温度に対応する改質部６の外壁温度と、空気比の
変動に応じた改質部６の外壁温度と、燃焼排ガス中のＣＯ濃度との対応関係を示す情報を
保持する。そして、主制御部１９は、設定されている発電量と温度検知センサ１８から受
け付けた検知結果とからテーブル情報３１を参照して、スタック温度を耐久限界範囲内と
しつつ、燃焼排ガス中のＣＯ濃度を所定値以下となるに抑制するように改質部６の外壁温
度をことができる。
【０１３３】
　つまり、燃料電池モジュール１において火炎安定性に優れ、燃焼範囲が広い場合、主制
御部１９は、改質部６の外壁温度を調整し、スタック温度が耐久限界範囲内となるように
優先的に制御する。一方、燃料電池モジュール１において火炎安定性が良好ではなく、燃
焼範囲が狭い場合、燃焼排ガス中のＣＯ濃度が所定値（例えば、１５０ppm）に達すると
、改質部６の外壁温度を調整して、ＣＯ濃度が所定値以下となるように優先的に制御する
。このように制御することにより、実施の形態３の変形例３に係るＳＯＦＣは、安全性と
製品寿命を両立させることが可能となる。
【０１３４】
　なお、実機において、原料を供給する原料供給部１０または空気を供給する発電用空気
供給部１２の性能のばらつきを考慮すると、実施の形態３で上記した着火判定や実施の形
態３の変形例１で上記した異常燃焼の有無を判定できる範囲（燃焼検知範囲）が広いこと
が望ましい。
【０１３５】
　また実施の形態３、実施の形態３の変形例１～３に係るＳＯＦＣでは、改質部６の外壁
温度を改質部６の下側で、かつ改質部６の出口近傍に温度検知センサ１８を設けて、温度
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を測定する構成であったが、出口近傍に限定されるものではなく、燃焼状況と改質反応の
進行状況とを把握することができれば、改質部６の内部温度、内壁温度を検知するように
温度検知センサ１８を設けてもよい。また、改質部６の外壁に温度検知センサ１８を設け
る構成の場合、外壁との接触部分の温度を温度検知センサ１８により検知することが好ま
しいが、これに限定されない。
【０１３６】
　なお、上記した実施の形態１、２、３で説明したＳＯＦＣの構成をそれぞれ適宜、組み
合わせてもよい。また、上記説明から、当業者にとって、本発明の多くの改良や他の実施
の形態が明らかである。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本
発明を実行する最良の態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精
神を逸脱することなく、その構造及び／又は機能の詳細を実質的に変更できる。
【産業上の利用可能性】
【０１３７】
　本発明に係るＳＯＦＣは、起動時に原料を着火し、生成した燃焼排ガスの有する熱によ
り改質部等を加熱し、改質反応を実施する家庭用燃料電池システム、業務用燃料電池シス
テム、あるいは各種電源供給システム等の用途に広く利用できる。
【符号の説明】
【０１３８】
　１　　　燃料電池モジュール
　２　　　補機ユニット
　３　　　燃料電池セル
　３ａ　　出口部
　４　　　スタック
　５　　　燃焼室
　６　　　改質部
　７　　　空気予熱部
　８　　　着火部
　９　　　排ガス浄化部
　１０　　原料供給部
　１１　　改質用空気供給部
　１２　　発電用空気供給部
　１３　　水供給部
　１４　　原料流量制御部
　１５　　改質用空気流量制御部
　１６　　発電用空気流量制御部
　１７　　水流量制御部
　１８　　温度検知センサ
　１９　　主制御部
　２０　　排ガス出口部
　２１　　浄化部用温度検知センサ
　３０　　記憶装置
　３０　　記憶部
　３１　　テーブル情報



(24) JP 6023917 B2 2016.11.9

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(25) JP 6023917 B2 2016.11.9

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(26) JP 6023917 B2 2016.11.9

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  鵜飼　邦弘
            大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
(72)発明者  嘉久和　孝
            大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
(72)発明者  坂本　泰一郎
            福岡県北九州市小倉北区中島２丁目１番１号　ＴＯＴＯ株式会社内
(72)発明者  大江　俊春
            福岡県北九州市小倉北区中島２丁目１番１号　ＴＯＴＯ株式会社内

    審査官  笹岡　友陽

(56)参考文献  特開２０１０－２７７８４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－２２２３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１３５２６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－２１１１６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－７９４２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２９５５３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－７３２１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１８７４２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１０／１１６６８５（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｍ　　　８／００－　８／２４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

